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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

軽金属製品協会（JAPA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規

格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規

格である。これによって，JIS S 1121:2013 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，令和 7 年 11 月 19 日までの間は，産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS
マーク表示認証において，JIS S 1121:2013 を適用してもよい。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 S 1121：2024 
 

アルミニウム合金製脚立及びはしご 
Aluminium stepladder and ladder 

 

1 適用範囲 

この規格は，主に一般用のアルミニウム合金製の脚立（以下，脚立という。）及び可搬形のはしご（以下，

はしごという。）について規定する。ただし，次のものは適用対象としない。 

a) 専用脚立及び兼用脚立で，折り畳み機構が 2 組以上装着されているもの 

b) 足場台脚立で，折り畳み機構が 3 組以上装着されているもの 

c) 三脚脚立で，前支柱の長さが調整可能で，後支柱に足を乗せることが可能，かつ，後支柱が左右に振

ることが可能なもの 

d) 支柱，踏ざん及び天板の構造部分にプラスチックなどを用いたもの 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 
脚立 

自立する構造で，高所への昇降及び作業に使用するもの 

注釈 1 専用脚立，兼用脚立，足場台脚立及び三脚脚立があり，調整支柱（伸縮脚）をもつものもある。 

3.2 
はしご 

自立せず，立て掛けて高所への昇降に使用するもの 

注釈 1 単はしご及び伸縮形はしごがあり，調整支柱（伸縮脚）をもつものもある。 
  


